
後期高齢者医療被保険者証

※後期高齢者医療被保険者証は年度で色が変わります。

簡易書留（対面配達）で郵送されます。
※簡易書留は不在の場合、不在連絡票が投函され、再配達か郵便局まで取りに行く必要
があります。郵便局の保管期間が過ぎた場合は、市町村に返送されてしまいますので
ご注意ください。

病院受診、歯科受診する際に必要な医療保険の保険証です。

※市町村により色が異なります。



介護保険負担割合証

※市町村により色が異なります。

『介護保険負担割合証』は被保険者によって負担割合が異
なるために、各被保険者の負担割合を知らせるもので、当施
設を利用する際に必要です。



介護保険負担限度額認定証
（対象者のみ）

※市町村により色が異なります。

『介護保険負担限度額認定証』は当施設入所サービス利用
時の食費・居住費を軽減できる制度であり、当施設を利用す
る際に必要です。

申請手続きが必要です！
※申請しなければ減額されませんのでご注意願います。


